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肝付町のごみ総排出量の推移

各ごみの排出量割合（Ｒ５）
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暮らしを暮らしを
考える考える

処理機器 補助金額 限度額

▲コンポスト容器

家庭用生ごみ処理機器設置費補助金

肝属地区清掃センターについて

持ち込みできる日
月曜日～土曜日と
毎月第３日曜日

祝日の場合も持ち込み可

持ち込みできない日
第３日曜日以外の日曜日と

年末年始（12/31 ～１/３）

持ち込みできる時間
午前８：30～ 12：00

午後１：00 ～４：30

ごみ処理手数料 10㎏ごとに 80 円

透明の袋
「一般廃棄物搬入申出書」

お問い合わせ先
肝属地区清掃センター
鹿屋市串良町下小原 3893-8
☎ 0994（63）0168

不法投棄は犯罪です

ご
み
を
減
ら
す
こ
と
は

私
た
ち
が
環
境
衛
生
を
整
え
る

た
め
に「
今
で
き
る
こ
と
」の
一
つ
で
す
。

み
ん
な
が
清
潔
で
安
全
な
暮
ら
し
を

送
る
た
め
に

で
き
る
こ
と
か
ら

始
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

５年以下の懲役もしくは

1,000 万円以下の罰金が

科せられます



　資源ごみは各振興会で指定さ
れた資源ごみステーションにし
か出すことができません。
　場所がわからない方は振興会
長や肝付町役場住民課までお問
い合わせください。

収集コンテナに出すごみ収集コンテナに出すごみ

それぞれ種類ごとにそれぞれ種類ごとに
ひもで縛って出すごみひもで縛って出すごみ

資源ごみ袋（緑色）に入れて資源ごみ袋（緑色）に入れて
出すごみ出すごみ

資
源
ご
み
の
分
別

資
源
ご
み
の
分
別

付 録

ダンボール
ガムテープ、ビニー
ルテープ、配達伝
票などは取り外し
て可燃ごみ

雑誌、古紙
ビニールや革、布
等がついたものは
可燃ごみ

紙パック
きれいに洗って、開いて
出す
※ 内側にアルミがついて
いるものは可燃ごみ

新聞・チラシ
ビニールは剥がす

紙類

ボトル本体
中はきれいにすすぎ、
水を切る

キャップとラベル
その他プラスチックごみ
として出す

・食用油、ドレッシング
  などの容器
・シャンプーやボディ
  ソープの容器
・洗剤容器

下記のようなものは、
ペットボトルではありません

プラマークが表示され
ているボトルはその他
プラスチックごみ

ペットボトル

・ファスナーやボタンは、
つけたままで出す
・ハンカチ（30㎝四方）より
大きく、ひどく傷んでいな
ければ出すことができる。

下記のようなものは、
可燃ごみで出すこと

・靴下・ストッキング・手袋・帽子
・クッション・座布団・ぬいぐるみ
・下着類など

衣類
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考える考える 環境衛生の環境衛生のいいろろはは

・色付きのもの…その他プラスチックごみ
・トロ箱・細かい緩衝材など…可燃ごみ

きれいに洗って、乾かしてから出す

白色トレー・発泡スチロール

びん類
きれいに洗って、水切りをし、
種類ごとに分けて出す

びんの種類

茶色びん

無色びん

生きびん
一升びん・
ビールびんなど

その他びん
着色されているびん
（酒類びんなど）

下記のようなものは、
びん類では出せません

・キャップ・ふた
　金属製⇒不燃ごみ
　プラスチック製
　⇒その他プラスチックごみ
　コルク⇒可燃ごみ

・化粧びん・農薬用のびん・花びん
　⇒不燃ごみ

プラマークが表示されている、容器や袋

その他プラスチック

・きれいに洗ってから出す
・異物を混ぜない（ペットボトルやびん、金属類など）

・カップ麺の容器
・お菓子の袋
・ドレッシングのボトル
・ペットボトルのキャップ

など

・洗ってもきれいにできないもの
・プラスチック製だが、そのもの自体が商品であるもの
例）バケツ、プラスチックの弁当箱・カップ、フィルムケースなど
・容器や袋でないプラスチック製品
例）ハンガー、おもちゃ、ビニールホース、ＣＤなど

下記のようなものは、可燃ごみで出すこと
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犬を新しく家族に迎えました。犬を新しく家族に迎えました。
何か手続きをしなければなりませんか？何か手続きをしなければなりませんか？

生後 91日以上の犬は、市町村への登録と生後91日以上の犬は、市町村への登録と
年１回の狂犬病予防注射が必要です。年１回の狂犬病予防注射が必要です。

　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、登録　狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、登録
と年１回の狂犬病予防接種が義務付けられています。と年１回の狂犬病予防接種が義務付けられています。
　狂犬病は、発症した場合の致死率が非常に高い、恐　狂犬病は、発症した場合の致死率が非常に高い、恐
ろしい病気です。大事な家族が周りの人を傷つけないろしい病気です。大事な家族が周りの人を傷つけない
よう、きちんと予防接種を受けさせましょう。よう、きちんと予防接種を受けさせましょう。

犬が行方不明犬が行方不明
になったときになったとき

住所変更

犬を飼い始める犬を飼い始める

犬が死亡した
お住まいの市町村へ連絡

最寄りの市町村または
保健所・動物管理事務所に連絡

肝付町が参加している「さくらねこ無料不妊手
術事業」をご活用ください。

　さくらねことは、去
勢・不妊手術実施済みの
地域猫（地域住民によっ
て継続的に世話をされ
ている猫）のことを言い
ます。手術後の目印とし
て、耳先を桜の花びらの
形にカットすることか
らそう呼ばれます。

　町が窓口となり、公益財団法人どうぶつ基金で発行している
「無料不妊手術チケット」を配布しています。
　対応病院などについては、ホームページをご覧ください。

地域の猫が増えすぎて困っています。地域の猫が増えすぎて困っています。

　飼い猫は、法律により室内での飼育に努めるよう定められて
います。ふん尿被害や菜園を荒らすなど、周りの人に迷惑をか
けないよう、適切な飼育を心がけましょう。
い
け

お問い合わせ先　　肝付町役場　住民課 　☎ 0994（65）8411

敷地内にある蜂の巣は、土地の所有者または管理者敷地内にある蜂の巣は、土地の所有者または管理者
で駆除をお願いします。で駆除をお願いします。

　役場では、個人の敷地内にある蜂の巣の処理を受け付けることはできません。自身で駆除ができない　役場では、個人の敷地内にある蜂の巣の処理を受け付けることはできません。自身で駆除ができない
場合は、業者をご紹介しますので、役場までお問い合わせください。巣が大きくなると、処理が難しく場合は、業者をご紹介しますので、役場までお問い合わせください。巣が大きくなると、処理が難しく
なります。定期的に敷地内の見回りを行う等、巣をつくらせない環境づくりを行いましょう。なります。定期的に敷地内の見回りを行う等、巣をつくらせない環境づくりを行いましょう。

家に蜂の巣ができました。どうしたら良いですか？家に蜂の巣ができました。どうしたら良いですか？

道路の管轄先にご連絡ください。

道路で動物が死んでいるのを見つけました道路で動物が死んでいるのを見つけました

　道路上の動物の死骸は、管轄になっている関係機関が処理をします。
　各管轄にご連絡ください。管轄が不明瞭な場合は役場に連絡してください。

国道：国土交通省　大隅河川国道事務所　0994（65）2415

県道：大隅地域振興局　土木建築課　　　0994（52）2186

町道：肝付町役場　住民課　　　　　　　0994（65）8411

命を守る運転を
心がけましょう

周囲の人の迷惑となるものは「野焼き」になり、法
律で原則禁止されています。ごみステーションに出
すなど、適切な処理を行いましょう。

　「野焼き」は法律で禁止されています。違法に野焼きを行った場合、５年以下の懲役または1,000　「野焼き」は法律で禁止されています。違法に野焼きを行った場合、５年以下の懲役または1,000
万円以下の罰金に処される可能性があります。万円以下の罰金に処される可能性があります。
　野焼きは周りに迷惑をかけるだけでなく、生活環境や健康状態にも悪影響を及ぼす恐れがあります。　野焼きは周りに迷惑をかけるだけでなく、生活環境や健康状態にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
また、火災の原因ともなりかねませんので、草刈りなどで出たごみは、ごみステーションや清掃センターまた、火災の原因ともなりかねませんので、草刈りなどで出たごみは、ごみステーションや清掃センター
へ搬入するなど、適切な処理をお願いします。へ搬入するなど、適切な処理をお願いします。
　迷惑となる野焼きをしている人を見つけた場合は、役場もしくは警察にご連絡ください。　迷惑となる野焼きをしている人を見つけた場合は、役場もしくは警察にご連絡ください。

草刈りをしました。敷地内で焼却しても良いですか？草刈りをしました。敷地内で焼却しても良いですか？


